
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

◯
　

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

 
 

◯
　

資

金

管

理

団

体

の

指

定

取

消

し

〃

 
 

目
　

　

　

次

担

当

課

（

室

）

◯
　

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

の

訂

正

〃

 
 

【

教

育

委

員

会

】

 
 

 
 

【

告
　

　

　

示

】

◯
　

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

岡

山

県

指

教

育

委

員

会

 
 

 

◯
　

岡

山

県

中

小

企

業

支

援

資

金

融

資

制

度

要

綱

の

経

営

支

援

課

定

重

要

無

形

文

化

財

の

保

持

者

の

認

定

の

解

除

 
 

 
 

一

部

改

正

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

 
 

 

（

県

例

規

集

登

載

） 

◯
　

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

公

聴

会

の

開

催

海

区

漁

業

調

整

委

員

 
 

 
 

◯
　

包

括

外

部

監

査

契

約

の

締

結

行

政

改

革

推

進

室

会

 
 

◯
　

公

金

事

務

の

委

託

生

活

衛

生

課

◯
　

第

五

百

五

十

六

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

〃

 
 

◯
　

〃

農

産

課

の

開

催

 
 

◯
　

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

 
 

◯
　

公

金

事

務

の

委

託

都

市

計

画

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

◯
　

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

 
 

◯
　

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

治

山

課

 

◯
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課
 

 

の

完

了

 
 

◯
　

〃

〃

 
 

【

企
　

業
　

局

】

 
 

◯
　

公

金

事

務

の

委

託

総

務

企

画

課

 
 

◯
　

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

〃

 
 

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

 
 

◯
　

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

 
 

◯
　

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

◯
　

政

治

団

体

の

解

散

〃

岡

山

県

公

報

 　　令和８年４月２４日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
号

 
　

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

岡　

山　

県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
　
　

隆　
　
　

太　
　
　

 

　

第
八
条
中
「
又
は
３
」
を
「
か
ら
４
ま
で
」
に
改
め
る
。

 

　

別
表
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
  

 
1
1

(
1
)
 

1
0

（

経
済
変
動
対
策
資

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

経
営

経
営
の
維
持
及

同
　
上

年
以
内

２
年
以

同
　
上

融
資
の
対

付
表
１
の

金
融
機
関

同
　
上

，

 
 

 
金
　

の
安
定
に
支
障
を
来
し
て
い
る
中
小

び
安
定
の
た
め
に

内
象
者
が
１

と
お
り

又
は
保
証

）

 
 

 
企
業
者
又
は
組
合

必
要
な
運
転
資
金

か
ら
３
ま

た
だ
し

協
会
の
定

，

 
 

 
１
　
特
定
中
小
企
業
者

及
び
設
備
資
金

で
の
い
ず

融
資
の
対

め
る
と
こ

 
 

２
　
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
事
業

土
地
の
取
得
資

れ
か
で
あ

象
者
が
１

ろ
に
よ

（

 
 

 
 

 
　
活
動
に
影
響
を
受
け
て
い
る
者

金
を
除
く

る
場
合

で
あ
る
場

る

。）

。

 
 

３
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

知
事
が
別
に
定

は
年

合
は

年
(
2
)
 

2
.

，
，

 
 

 
 

 
　

最
近
３
月
間
の
平
均
売
上
高

め
る
既
往
の
借
入

％
以
内

％
(
1
)
 

0
5

0
.
8
0

 
 

又
は
平
均
販
売
数
量

建
設
業

金
の
返
済
資
金

融
資
の
対

（
 

 
に
あ

て
は

完
成
工
事
高
又

融
資
の
対
象
者

象
者
が
４

っ

（

，

 
 

は
受
注
残
高

以
下

平
均
売

が
４
で
あ
る
場
合

で
あ
る
場

。

「

 
 

 
上
高
等

と
い
う

が
前
年

を
除
く

合
は

年

」

）

）

。

。

，

 
 

同
期
の
平
均
売
上
高
等
に
比
し

％
以

1
.
6
5

 
 

 
て
５
％
以
上
減
少
し
て
い
る
者

内

 
 

 

　

(
2
)
 
最
近
３
月
間
の
平
均
売
上
総

 
 

利
益
率
又
は
平
均
営
業
利
益
率

 
 

が
前
年
同
期
の
平
均
売
上
総
利

 
 

益
率
又
は
平
均
営
業
利
益
率
に

 
 

比
し
て
５
％
以
上
減
少
し
て
い

 
 

 
る
者

 
 

４
　
中
東
情
勢
の
影
響
を
受
け

原
，

 
 

油
価
格
・
原
材
料
価
格
の
上
昇
等

 
 

に
よ
り

資
金
繰
り
に
支
障
を
来

，

 
 

し
て
い
る
又
は
来
す
こ
と
が
見
込

 
 

ま
れ
る
者

 
 

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

「

 
 

　

別
表
第
十
二
号
中

　

を

に
改
め
る
。

同
　
上
　

付
表
１
の

年
％

付
表
１
の

2
.
0
5

 
 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 
 

と
お
り

以
内
　

と
お
り

　

」

」

 
　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
適
用
）

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
降
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
□
包
括
外
部
監
査
契
約
を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
□ 

 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

                                
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

一 

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期 

    

令
和
八
年
四
月
十
五
日 

二 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法 

    

基
本
費
用
□
執
務
費
用
及
び
実
費
と
す
る
□ 

三 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

氏
名  

難
波 

 

徹 

    

住
所 

岡
山
県
岡
山
市
中
区
国
富
二
丁
目
二
五
番
一
一
号 

四 

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法 

    

監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
後
に
一
括
払
を
す
る
□
た
だ
し
□
業
務
の
実
施
上
必
要
と
認 

め
る
と
き
は
□
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

                                                     
 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
食
品
衛
生
協
会 

 
 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
七
号 

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

 
 

岡
山
県
保
健
医
療
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
□
令
和
五
年
岡
山
県
条
例
第
十
号
□
に
基
づ
く
食
品
衛 

生
関
係
の
営
業
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料 

四 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

五 

公
金
事
務
を
取
り
扱
う
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□ 

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
農
林
漁
業
担
い
手
育
成
財
団 

 
 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

 
 

 

三
徳
園
担
い
手
サ
ポ
□
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
強
化
事
業
に
お
い
て
生
産
さ
れ
る
生
産
物
の
販
売
代
金 

四 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

五 

公
金
事
務
を
取
り
扱
う
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号 

 

森
林
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
□
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

倉
敷
市
曽
原
字
長
尾
一
〇
六
五
の
二
三
□
一
〇
六
五
の
二
五
□
一
〇
六
五
の
二
六 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
源
の
涵か

ん

養 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

倉
敷
市
曽
原
字
天
王
山
九
七
九
の
六
□
字
猪
王
山
一
〇
二
二
の
一
〇
□
一
〇
二
九
の
九
□
一
〇
三

〇
の
九
□
一
〇
三
二
の
六
□
一
〇
三
二
の
七
□
字
長
尾
一
〇
六
五
の
七 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

一 

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

倉
敷
市
曽
原
字
長
尾
一
〇
六
五
の
二
五
□
一
〇
六
五
の
二
六 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

三 

解
除
の
理
由 

 
 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
郷
土
文
化
財
団 

 
 

岡
山
市
北
区
表
町
一
丁
目
七
番
一
五
号 

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

 
 

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
□
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
号
□
別
表
第
四
に
掲
げ
る
後
楽 

園
に
係
る
使
用
料
□
別
表
第
五
の
一
の
表
に
掲
げ
る
有
料
公
園
使
用
料
及
び
別
表
第
五
の
二
の
(一)
の 

表
に
掲
げ
る
後
楽
園
施
設
使
用
料
□
駐
車
場
の
使
用
料
を
除
く
□
□
並
び
に
生
産
物
売
払
料
金 

四 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

五 

公
金
事
務
を
取
り
扱
う
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



□
一
七
二
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の

と
お
り
契
約
者
等
を
決
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名 

 
 

令
和
八
年
度
鳥
取
・
岡
山
自
治
体
情
報
セ
キ
□
リ
テ
□
ク
ラ
ウ
ド
サ
□
ビ
ス
提
供
業
務 

二 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

三 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

四 

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

第
二
期
鳥
取
・
岡
山
自
治
体
情
報
セ
キ
□
リ
テ
□
ク
ラ
ウ
ド
共
同
企
業
体 

 
 

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五
番
地 

五 

契
約
金
額 

一
一
一
□
〇
三
八
□
四
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
〇
□
〇
九
四
□
四
〇
〇
円
□ 

六 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

随
意
契
約 

七 

随
意
契
約
の
理
由 

 
 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



□
一
七
三
□
林
業
種
苗
法
□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
□
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
阿
新
二
六 

登 
 

録 

番 
 

号 

合
同
会
社
ｗ

ｏ
ｏ
ｄ 

ｆ

ａ
ｒ
ｍ
畦
田 

氏

名

又

は 
名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

新
見
市
哲
西
町
矢
田
一
一
八
九 

住 
 

 
 

 
 

 

所 

幼
苗
の
育
成
□

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内

容 

合
同
会
社
ｗ

ｏ
ｏ
ｄ 

ｆ

ａ
ｒ
ｍ
畦
田

住
所
地
に
同

じ 事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



□
一
七
四
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
久
代
字
南
ケ
市
四
二
五
四
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

大
阪
府
箕
面
市
瀬
川
五
丁
目
一
三
番
六
号 

池
端 

誠
司 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
一
号 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



□
一
七
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
山
川
下
三
五
四
五
番
一
七
□
三
五
五
〇
番
八 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
東
区
中
川
町
五
一
七
番
地
八 

犬
飼 

智
晴 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
三
号 

 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
企
業
局
告
示
第
一
号 

 

地
方
公
営
企
業
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
□
第
三
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
公
金
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
□ 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

万 
 

代 
 

洋 
 

士 
 

 
 

一 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

泉
興
産
株
式
会
社 

岡
山
営
業
所 

 
 

倉
敷
市
真
備
町
市
場
二
八
七
二―

七 

二 

指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

三 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入 

浄
水
ケ
□
キ
の
販
売
代
金 

四 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

五 

公
金
事
務
を
取
り
扱
う
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
企
業
局
公
告
第
一
号 

 

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
□
以
下
□
政
令
□
と
い
う
□
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
契

約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
□ 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者 

 

万 
 

代 
 

洋 
 

士 
 

 
 

一 

特
定
役
務
の
名
称 

水
島
中
央
監
視
制
御
設
備
保
守
点
検
委
託 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

岡
山
県
企
業
局
総
務
企
画
課 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日 

五 

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
所
在
地 

株
式
会
社
日
立
ハ
イ
テ
ク
フ
□
□
ル
デ
□
ン
グ 
中
国
支
店 

広
島
県
広
島
市
中
区
八
丁
堀
一
四―

四 

六 

契
約
金
額 

 
 

四
八
□
一
八
〇
□
〇
〇
〇
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四
□
三
八
〇
□
〇
〇
〇
円
□

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
□
契
約
方
法
□ 

随
意
契
約 

八 

随
意
契
約
の
理
由 

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
五
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 

　
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

会
計
責
任
者
の
氏
名 

　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

届
出
年
月
日

 
 

 
 

 

浅
沼
一
徳
後
援
会

浅　

沼　

一　

徳

浅　

沼　

由　

香

都
窪
郡
早
島
町
早
島
三
一
三
一

四
三

令
和
八　

・　

三
・　

五

―

 
 

 
 

 

石
井
か
ず
ひ
ろ
後
援
会

石　

井　

弘　

文

石　

井　

弘　

文

久
米
郡
久
米
南
町
上
神
目
三
九
八

一

〃　
　
　
　
　

三
・
二
六

―

 
 

 
 

 

片
倉
ひ
ろ
き
後
援
会

片　

倉　

弘　

貴

片　

倉　

弘　

貴

備
前
市
日
生
町
日
生
三
二
二
六

〃　
　
　
　
　

三
・
二
四

 
 

 
 

 

政
治
結
社
啓
靖
塾

難　

波　

靖　

大

難　

波　

靖　

大

岡
山
市
北
区
田
町
二

一
〇

三

〃　
　
　
　
　

三
・　

三

―

―

 
 

 
 

 

泉
水
ひ
ろ
こ
後
援
会

泉　

水　

弘　

子

泉　

水　

弘　

子

勝
田
郡
勝
央
町
下
町
川
一
一
二
六

一

〃　
　
　
　
　

三
・
二
四

―

 
 

 
 

 

た
ま
の
新
時
代

福　

本　
　
　

崇

福　

本　
　
　

崇

玉
野
市
和
田
五

九

二
一

〃　
　
　
　
　

三
・　

四

―

―

 
 

 
 

 

備
前
し
も
や
ん
後
援
会

下　

川　

浩　

二

下　

川　

浩　

二

備
前
市
吉
永
町
高
田
七
五
八

〃　
　
　
　
　

三
・　

二

 
 
 
 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
六
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一

 

一　

政
党
の
支
部

 
 
 

　

政
治
団
体
の
名
称 

 
 
 
 
 
 
 

　

代
表
者
の
氏
名 

 

　

異
動
事
項 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 

　
　
　

新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　

旧 
  

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

異
動
年
月
日

 
 
 

自
由
民
主
党
瀬
戸
内
市
支
部 

 

神　

宝　

謙　

一 
 

会
計
責
任
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 

頓　

宮　

あ
さ
み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

大　

和　

史　

明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
八　

・　

三
・
一
三

 

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 
 

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 

 
 

 
 

井
上
く
に
お
後
援
会

遠　

藤　

春　

生

会
計
責
任
者
の
氏
名

井　

上　

由　

久

井　

上　

公　

宏

令
和
八　

・　

三
・　

一

 
 

 
 

 
 

岡
田
か
ん
じ
後
援
会

岡　

田　

幹　

司

〃

岡　

田　

幹　

司

岡　

田　

照　

子

令
和
六　

・　

四
・
一
〇

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
遺
族
政
治
連
盟

三　

宅　

禎　

浩

代
表
者
の
氏
名

三　

宅　

禎　

浩

大　

月　

健　

一

令
和
七　

・　

六
・
二
七

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
行
政
書
士
政
治
連
盟

安　

井　
　
　

健

会
計
責
任
者
の
氏
名

小　

野　

龍　

一

平　

松　

直　

哉

〃　
　
　
　
　

六
・
二
五

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
作
業
療
法
士
連
盟

大　

月　
　
　

博

代
表
者
の
氏
名

大　

月　
　
　

博

二　

神　

雅　

一

〃　
　
　
　
　

六
・
一
七

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

大　

月　
　
　

博

二　

神　

雅　

一

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
司
法
書
士
政
治
連
盟

中　

村　

文　

彦

代
表
者
の
氏
名

中　

村　

文　

彦

人　

見　
　
　

一

令
和
八　

・　

三
・
二
八

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
社
会
保
険
労
務
士
政

双　

田　
　
　

直

会
計
責
任
者
の
氏
名

安　

藤　

和　

人

神　

原　

隆　

兵

〃　
　
　
　
　

三
・
一
九

 
 

 
 

 
 

治
連
盟

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
清
酒
産
業
振
興
会

宮　

下　

晃　

一

代
表
者
の
氏
名

宮　

下　

晃　

一

丸　

本　

仁
一
郎

令
和
七　

・　

八
・
二
八

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

宮　

下　

晃　

一

丸　

本　

仁
一
郎

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
木
材
産
業
政
治
連
盟

山　

下　
　
　

薫

代
表
者
の
氏
名

山　

下　
　
　

薫

田　

中　

信　

行

令
和
八　

・　

三
・
二
六

 
 

 
 

 
 

奥
野
泰
久
後
援
会

伊　

藤　

輝　

明

会
計
責
任
者
の
氏
名

奥　

野　

君　

代

浜　

西　

金　

一

〃　
　
　
　
　

三
・　

一

 
 

 
 

 
 

小
野
こ
う
さ
く
後
援
会

小　

野　

耕　

作

代
表
者
の
氏
名

小　

野　

耕　

作

市　
　
　

貴　

英

令
和
七　

・
一
二
・
三
一

 
 

 
 

 
 

想
い
を
紡
ぐ
勝
央
町
の
会

木　

村　

聡　

史

会
計
責
任
者
の
氏
名

木　

村　

太　

紀

木　

村　

京　

子

令
和
八　

・　

三
・
一
七

 
 

 
 

 
 

木
村
聡
史
後
援
会

木　

村　

聡　

史

〃

木　

村　

太　

紀

木　

村　

京　

子

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

く
さ
か
と
し
こ
後
援
会

青　

山　
　
　

実

代
表
者
の
氏
名

青　

山　
　
　

実

松　

本　
　
　

茂

令
和
七　

・　

四
・　

一

 
 

 
 

 
 

桑
田
ま
さ
あ
き
後
援
会

桑　

田　

昌　

哲

会
計
責
任
者
の
氏
名

木　

村　

健
太
郎

花　

本　

靖　

大

〃　
　
　
　
　

九
・　

一

 
 

 
 

 
 

子
ど
も
達
の
未
来
を
守
る
市

真　

田　

意　

索

〃

真　

田　

意　

索

下　

向　
　
　

裕

令
和
八　

・　

三
・　

一

 
 

 
 

 
 

民
の
会

 
 

 
 

 
 

神
宝
謙
一
後
援
会

柴　

田　

一　

正

〃

頓　

宮　

あ
さ
み

大　

和　

史　

明

〃　
　
　
　
　

三
・
一
三

 
 

 
 

 
 

政

友

会

内　

山　
　
　

登

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
穂
崎
八
八
八

四

津
山
市
南
新
座
三
四

令
和
七　

・　

五
・
一
五

―

 
 

 
 

 
 

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

内　

山　
　
　

登

小　

野　

泰　

弘

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

小　

倉　
　
　

博

山　

本　

雅　

彦

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

税
理
士
に
よ
る
加
藤
勝
信
後

平　

田　

精　

宏

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
笠
岡
二
六
九
三

笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
六

令
和
八　

・　

二
・
一
五

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 
 

 
 

 
 

援
会

 
 

 
 

 
 

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

平　

田　

精　

宏

江　

原　

和　

之

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

佐　

藤　

正　

泰

岡　

本　
　
　

章

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 
 

 
 

松
本
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

松　

本　

佳　

拡

政
治
団
体
の
名
称

松
本
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

松
本
佳
拡
後
援
会

〃　
　
　
　
　

三
・
二
四

 
 

 
 

 
 

三
上
し
ゅ
う
じ
後
援
会

浅　

沼　

一　

郎

代
表
者
の
氏
名

浅　

沼　

一　

郎

小　

坂　

信　

樹

令
和
七　

・　

八
・　

一

 
 

 
 

 
 

山
下
み
つ
る
後
援
会

山　

下　
　
　

満

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
矢
田
三
八
一

六

和
気
郡
和
気
町
矢
田
五
五
二

三

令
和
八　

・　

三
・
二
二

―

―

 
 

 

山
田
幾
久
枝
後
援
会

岡　

田　

宏　

敏

会
計
責
任
者
の
氏
名

角　

本　

有
紀
慧

藤　

井　
　
　

勝

令
和
七　

・　

一
・　

一

 

   

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
七
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

 

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

 
 

 

　

政
治
団
体
の
名
称

　

代
表
者
の
氏
名

　

解
散
年
月
日

 
 

 

浅
沼
一
徳
後
援
会

浅　

沼　

一　

徳

令
和
五　

・　

三
・
三
〇

 
 

 

尾
﨑
か
つ
な
り
を
応
援
す
る
会

尾　

﨑　

勝　

也

令
和
七　

・
一
二
・
三
一

 
 

 

金
谷
の
り
子
後
援
会

金　

谷　

典　

子

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

黒
田
す
す
む
後
援
会

下　

方　

一　

志

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

し
ん
し
ん
会
（
晋
進
会
）

黒　

田　
　
　

晋

〃　
　
　
　

〃　
　
　
　

 
 

 

星

話

塾

田　

原　

隆　

雄

令
和
八　

・　

三
・
一
八

 
 

 

竹
原
幹
後
援
会

竹　

原　
　
　

幹

令
和
七　

・
一
二
・
三
一

 
 

 

竹
原
み
さ
こ
後
援
会

竹　

原　

美
佐
子

〃　
　
　
　

一
二
・
二
五

 
 

 

平
岡
ま
も
る
後
援
会

三　

島　

昭　

彦

〃　
　
　
　

一
二
・
三
〇

 
 

 

三
宅
た
か
し
後
援
会

三　

宅　

孝　

之

〃　
　
　
　

一
二
・
一
〇

山
崎
親
男
後
援
会

武　

田　

正　

彦

〃　
　
　
　
　

四
・
一
二

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
八
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

 
 

 
 

 
 

 

　

資
金
管
理
団
体
の
届 

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

　

異
動
事
項

　
　
　

新

　
　
　

旧

　

異
動
年
月
日

 
 
 

 
 

 
 

 

　

出
を
し
た
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 

山　

下　
　
　

満

山
下
み
つ
る
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
矢
田
三
八
一

六

和
気
郡
和
気
町
矢
田
五
五
二

三

令
和
八　

・　

三
・
二
二

―

―

   

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
十
九
号

 
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

。

 
　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

 

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出

 
 

 

　

資
金
管
理
団
体
の
届

　

資
金
管
理
団
体
で

　

資
金
管
理
団
体
の
名
称

 
 

 

　

出
を
し
た
者
の
氏
名

　

な
く
な
っ
た
年
月
日

黒　

田　
　
　

晋

し
ん
し
ん
会
（
晋
進
会
）

令
和
七　

・
一
二
・
三
一

 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
五
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
に
つ
い
て
、
日
本
共
産
党
牧
野
明
後
援
会
か
ら
訂
正
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第

 
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
（
令
和
五
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

岡 

山 

県 

選 

挙 

管 

理 

委 

員 

会

 

委　
　

員　
　

長　
　
　

大　
　
　

林　
　
　

裕　
　
　

一　
　
　

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
中
日
本
共
産
党
牧
野
明
後
援
会
の
う
ち
「
三　

谷　

益　

男
」
を
「
三　

谷　

益　

雄
」
に
改
め
る
。

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号 

 

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
□
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
□
第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
□
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
認
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

山 

県 

教 

育 

委 

員 

会 

一 

認

定

番

号 

無
第
三
四
号 

二 

認

定

年

月

日 

平
成
七
年
四
月
七
日 

三 

種

別 
重
要
無
形
文
化
財 

四 

名

称 
木
工
芸 

五 

保
持
者
の
住
所
□
氏
名
及
び
生
年
月
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
見
市
西
方 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

森
田 

二
一
□
翠
玉
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
正
十
五
年
十
二
月
十
一
日
生 

六 

解
除
年
月
日
及
び
理
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
三
月
十
四
日 
保
持
者
死
亡
の
た
め 

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
三
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
聴
会

 
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 
 

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
住
所
、
氏
名
、
職
業
（
漁
業
者
の
場
合
は
、
従

事
す
る
漁
業

、
利
害
関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
意
見
の
概
要
を
令
和
八
年
五
月
二
十
日
ま
で
に
書
面

）

を
も
っ
て
、
当
委
員
会
事
務
局
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号
岡
山
県
庁
内
）
へ
提
出
す
る

 

こ
と
。

、

、

、

、

　

ま
た

漁
場
計
画
案
は

当
委
員
会
事
務
局

関
係
市
役
所
及
び
関
係
漁
業
協
同
組
合
に
備
え
置
き

 

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

井　
　

本　
　

瀧　
　

雄　
　

 

一　

日
時

 

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
（
金
）

 

　
　

午
後
二
時
か
ら

 

二　

場
所　

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

 

サ
ン
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

 

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

―

 

三　

案
件　

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

令和８年４月２４日　岡山県公報　第１２７９７号



 

◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
四
号

　

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
五
十
六
回
岡
山
海

 
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 
 

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会　
　

長　
　

井　
　

本　
　

瀧　
　

雄　
　

 

一　

日
時

 

　
　

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
（
金
）

 

　
　

午
後
二
時
十
分
か
ら

 

二　

場
所　

岡
山
市
北
区
駅
前
町
二
丁
目
三
番
三
一
号

 

サ
ン
ピ
ー
チ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

 
 
 
 
 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
二
五

〇
六
三
一

―

 

三　

議
題

 

　
　

第
一
号
議
案　

公
聴
会
の
意
見
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

 
 
 
 
 

第
二
号
議
案　

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

 
 
 
 

第
三
号
議
案　

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
つ
い
て
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